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研究成果の概要（和文）：本研究は、サイバースペース（ないしインターネット）というメディアを表現の自由の観点
から考察するものである。特にこの３年間は、未成年者保護を目的としたフィルタリングソフトウェア・②インターネ
ット上の名誉毀損・③インターネットにおける選挙運動に関する諸問題を表現の自由の観点から検討を行った。また、
検討の際には、アメリカを比較対象としたほか、（インターネット上の選挙運動・「本人確認」の制度等につき特異の
展開が見られる）韓国の制度についても勉強し、自らの研究の幅を広げるよう工夫した。

研究成果の概要（英文）：This research considers the media called the cyberspace (or the Internet) from a v
iewpoint of freedom of speech. Especially for these three years, it considered and examined filtering soft
ware for the purpose of the minor protection, defamation in the Internet, and the issues about the electio
n campaign in the Internet from a viewpoint of freedom of speech.
In the case of the examination, the United States was a target for comparison (country), and I also studie
d the South Korean system in order to expand the width of own research.
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１．研究開始当初の背景 
 本研究は、サイバースペース（ないしイン

ターネット）というメディアを表現の自由の

観点から考察するものである。サイバースペ

ースにおける表現活動は、リアルスペースに

おけるものと比べて「参入障壁」が非常に低

く、また、表現内容をより広汎に伝達できる

ことから、サイバースペースが表現の自由に

対して持つ意義は非常に大きいものといえ

る。しかしながら、「参入障壁」の低さ及び

情報伝達の広汎性は、表現の自由にとってプ

ラスの意味を持つだけではなく、マイナスの

意味も併せ持つ。サイバースペース上におい

て、わいせつな表現、名誉毀損的表現、差別

的表現などの流通が止まないのはその証左

である。 

 研究期間の最終年度である 2013 年は、民

間企業であるインターネットイニシアティ

ブ（IIJ）がインターネット接続サービスを

開始してから 20 年目となる節目の年であっ

たが、学説においては、その間、様々な議論

が行われてきた。しかし、現在においても、

議論は全く尽きない状況であるとともに、新

たな問題が次々と現れてきている。 

 

２．研究の目的 

 私は、上記「背景」を踏まえ、①サイバー

スペースにおける表現内容規制を目的とし

た（アメリカ・日本の）立法及び判例、学説

の検討、②サイバースペースをめぐる原理的

な理論の検討、③「通信と放送の融合」の問

題の検討などを行ってきた。2013 年度までの

研究期間中も、これらの作業を継続するとと

もに、「コード」（特に、未成年者保護を目的

としたフィルタリングソフトウェア）を基軸

としたサイバースペースにおける表現内容

規制論の「再」構成を考究したいと考え、思

索を行ってきた。 

 甚だ不十分ではあるが、３年間の研究業績

（雑誌論文５件・学会発表３件・図書７件）

は、この思索に対する自分なりの結果の１部

であると考えている。 
 
３．研究の方法 
 小樽商科大学附属図書館・北海道大学附属

図書館・札幌大学図書館など道央圏の大学図

書館を利用させて頂いたほか、国立国会図書

館など首都圏の図書館にも出向き、国内外の

文献を積極的に収集した。また、アメリカ法

関係の文献については、WestLaw 等のデータ

ーベースも活用した。 

 更に、自らが所属する学会・研究会などに

も可能なかぎり出席するように努め、新しい

知見に触れるようにした。 

 
４．研究成果 

（１）2011 年度については、インターネット

上の「コード」と表現の自由に関する論文、

メディア法の教科書（「インターネット上の

表現の自由」「インターネット上の名誉毀損」

「プロバイダ責任制限法」などの項目を担

当）を執筆させていただき、本学の紀要にも

インターネット上の名誉毀損的表現に関す

る最高裁決定（最決平成 22 年３月 15日判時

2075 号 160 頁）・ラジオ国際放送に対する「放

送命令」「放送要請」の違憲性が主張された

事例である大阪高裁判決（大阪高判平成 22

年１月 29 日判時 2085 号 86 頁）の評釈を掲

載することができた。 

（２）2012 年度は、論文集（「日本における

インターネット上の表現内容規制」について

分担執筆）・憲法の教科書（「インターネット

に対する規制」「自己決定権」「公務員の人権」

「教育を受ける権利」の項目を担当）・法学

入門の教科書（「表現の自由」の項目を担

当）・判例集（「検閲・事前抑制」「集会・結

社の自由」の項目を担当）の執筆を行うとと

もに、日韓比較憲法研究会（タイトル：「表

現の自由―日本側から―」）・全国憲法研究会

の予備研究会（タイトル：「政治過程におけ

るインターネットの利用～わが国の過去・現



在・近未来～」）における報告も行うことが

できた 

（３）2013年度は、2011年度・2012年度の研

究成果をふまえ、論文集（「選挙運動における

インターネットの利用―わが国の過去・現

在・近未来」「日本におけるインターネット上

の表現内容規制～韓国の状況を参照しながら

～」について分担執筆）・論文（「インターネ

ット上の名誉毀損―最近の２つの事件につい

て」「政治過程におけるインターネットの利用

（１）」「政治過程におけるインターネットの

利用（２・完）」）の執筆、事典・教科書・判

例集の執筆を行ったほか、全国憲法研究会に

おける報告（タイトル：「選挙運動におけるイ

ンターネットの利用―わが国の過去・現在・

近未来」）も行うことができた。 
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